
時系列表

被告Ａ 被告Ｃ 被告Ｂ 学校（被告さいたま市） 被告Ａ 被告Ｃ 被告Ｂ 学校（被告さいたま市）
H15.4 　担任の訴外Ｇ教諭のクラ

スでは，給食の食べ始めの
５分間は，タイマーがかか
り，５分間は食べることに
集中し，しゃべってはいけ
ないことになっていた。

すべて認める。 すべて認める。 すべて認める。 否認する。給食の決まりが
できたのは平成１５年１１
月である。

H15.4 給食のきまりを悪用した被
告Ｃは，給食の時に向かい
合わせの席であった原告の
足を思い切り蹴ったことが
あった。原告は，あまりに
痛くて泣いてしまった。し
かし，その５分間のきまり
があったことから，原告は
担任に話すことができな
かった。

否認する。 否認する。

H15.７初旬
ころ

原告が前日に友人と一緒に
購入した消しゴムを持ち出
して，勝手に被告Ｃの机の
上でカッターで切ったこと
があった。

被告Ｃが，同月初め頃，原
告が前日に友人と一緒に購
入した消しゴムを持ち出し
て，勝手に被告Ｃの机の上
でカッターで切ったことが
あったことは否認する。そ
もそも被告Ｃはカッターを
小学校に持参しておらず，
原告の消しゴムを切るはず
がない。その余の事実は否
認若しくは不知。被告Ｃは
原告の鉛筆が被告Ａのズボ
ンに入ったのは覚えてい
る。

以下，個別のいじめ行為に
ついては，基本的に不知な
いし否認する。

H15.７初旬
ころ

被告Ｃは，原告の筆箱から
鉛筆を取って，被告Ａと投
げ合いをしていたことが
あった。すると，被告Ａ
が，その鉛筆をズボンの中
に入れた。そのため，原告
は，その鉛筆を気に入って
いたにもかかわらず，捨て
ざるを得なかった。

被告Ｃは，原告の筆箱から
鉛筆を取って，被告Ａと投
げ合いをしていたことが
あった。すると，被告Ａ
が，その鉛筆をズボンの中
に入れた。そのため，原告
は，その鉛筆を気に入って
いたにもかかわらず，捨て
ざるを得なかった。

日時はともかく（但し，５
年生２学期の１回目の話し
合いによりは前），被告Ａ
は，被告Ｃと原告の鉛筆を
投げ合いをしていたことは
認めるが（但し，何度も投
げ合ったわけでない），そ
の余の事実については否認
ないし不知。被告Ａは当
時，裾がブカッと広がって
いる半ズボンをはいていた
ところ，椅子に座っていた
ので，裾が膝よりも上にあ
がっており，被告Ｃが投げ
た原告の鉛筆が，被告Ａの
はいたズボンの広がった裾
の部分に入ったのであり，
わざとズボンの中に入れた
わけでない。また，被告Ａ
は，その鉛筆を原告に返し
たが，原告がゴミ箱に捨て
ていたと記憶している。

被告Ｃが，同月初め頃，原
告が前日に友人と一緒に購
入した消しゴムを持ち出し
て，勝手に被告Ｃの机の上
でカッターで切ったことが
あったことは否認する。そ
もそも被告Ｃはカッターを
小学校に持参しておらず，
原告の消しゴムを切るはず
がない。
　その余の事実は否認若し
くは不知。
　被告Ｃは原告の鉛筆が被
告Ａのズボンに入ったのは
覚えている。

被告Ａと被告Ｃが原告の鉛
筆を投げ合ったこと，その
鉛筆が被告Ａのズボンの裾
に入ったことは認め，その
余は争う。

原告の主張年月日 被告らの反論

クラス替えで同じクラスになる。
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時系列表

被告Ａ 被告Ｃ 被告Ｂ 学校（被告さいたま市） 被告Ａ 被告Ｃ 被告Ｂ 学校（被告さいたま市）
原告の主張年月日 被告らの反論

H15.７中旬
ころ

被告Ａ及び被告Ｃは，同月
中旬頃，原告の筆箱を勝手
にとって投げ合いをしたこ
とがあった。その際，筆箱
のチャックが開いて中身が
散らばったことがあった。
原告が「拾って」と言った
ら，被告Ｃが鉛筆を拾い原
告に渡していたところ，被
告Ａは，突然，鉛筆の尖っ
た芯で背中を突き刺したこ
とがあった。

被告Ａ及び被告Ｃは，同月
中旬頃，原告の筆箱を勝手
にとって投げ合いをしたこ
とがあった。その際，筆箱
のチャックが開いて中身が
散らばったことがあった。
原告が「拾って」と言った
ら，被告Ｃが鉛筆を拾い原
告に渡していたところ，被
告Ａは，突然，鉛筆の尖っ
た芯で背中を突き刺したこ
とがあった。

被告Ａ及び被告Ｃは，同月
中旬頃，原告の筆箱を勝手
にとって投げ合いをしたこ
とがあったことは否認す
る。原告の筆箱の中身が外
に出たところ，原告から
拾ってと言われたので，被
告Ａは，キャップの付いた
鉛筆ならば大丈夫だろうと
考え，自分の前の席に座っ
ていた原告に向けて投げて
返したところ，それが背中
にあたったものであり，被
告Ａがわざと刺したわけで
はない。なお，キャップの
先から出ていた鉛筆の先が
原告の背中にあたったもの
であった。

被告Ｃが原告の背中を鉛筆
の尖った芯で突き刺したこ
とはない。なお，被告Ｃは
被告Ａの上記の件を知らな
い。

被告Ａが原告から拾ってと
いわれた鉛筆を原告に渡す
ため投げたところ，キャッ
プの先からでていた鉛筆の
先が原告の背中に当たると
いうことがあったことを認
め，その余は争う。

H15.9～10 否認若しくは不知。
　この点，被告Ａが，被告
Ｂと被告Ａの弟の３人で，
オーバーヘッドキックをし
たり，壁に向かってサッ
カーボールを蹴っていたと
ころ，原告と友人がやって
来た。友人が被告Ｂに向
かってオーバーヘッドやっ
てみてと言ってきたが，被
告Ｂは断った。すると，原
告らが何かあげるからやっ
てと言い，被告Ｂがシュー
トを打ったところ上手くで
きたことから，被告Ｂは友
人はおかしを，原告は１０
０円をもらった。その後，
被告Ａが原告にお金を請求
し続けたことはなく，
「（原告），ボコる」等の
暴言を言ったこともない。

どんな場面かは覚えていな
いが，被告Ｃが原告に対し
「ボコる。」と言ったこと
は認めるが，その余の事実
は否認若しくは不知。ただ
し，被告Ｃは，原告に金を
せびったことは決してな
く，上記請求原因の経緯に
おいて原告に対しボコると
言ったのではない。
　また，被告Ｃは「Ｒ」で
原告からラーメン菓子をお
ごってあげると言われたの
で，ラーメン菓子を１個
取ってきてレジに置いてお
ごってもらったことがあ
る。なお，被告Ｃは，原告
から１００円をもらった記
憶はないが，母親の記憶だ
と，ラーメン菓子３０円，
ガム１０円，金銭１００円
の合計１４０円を原告側に
返している。

否認若しくは不知。
　この点，被告Ｂが被告Ａ
の弟と校庭でサッカーを
やっていたところ，原告と
友人がやってきた。友人が
被告Ｂらにシュートが上手
い，シュートが入ったらガ
ムをあげると言ってきた
が，断っていたところ，原
告もシュートが入ったら１
００円あげると言い出し，
シュートをして欲しい，
「やって，やって」と求め
てきたので，被告Ａが
シュートをした。その
シュートがゴールに入った
ので，友人からガムを原告
から１００円をもらったも
のであり，被告Ｂが何か頂
戴と求めたわけではない。

原告が「Ｒ」で被告Ｃの買
い物代金を支払っているこ
と，サッカーボールのオー
バーヘッドキックに関し被
告Ｂが友人から菓子，原告
から１００円をもらってい
ること，被告Ｃが原告に対
し「ボコる。」といったこ
とがあることは認めるが，
その余は争う。

　原告は，平成１５年９月から１０月にかけて，被告Ａ及び被告Ｃを含むクラスの男
子達から，お金をせびられる事件があった。原告は，班の中で一番小遣いをもらって
いることが分かったことから，クラスの男子達からお金をせびられるようになったの
である。
　この金は，原告の実父と社会人である姉が原告宅を訪問した際に，原告に与えてく
れる小遣いであった。　同じ班は被告Ａと被告Ｃしか男子はいなかったので，おそら
く他の男子生徒には，被告Ａと被告Ｃが伝えたものと思われる。　原告が友人と一緒
に，駄菓子屋「Ｒ」で買い物をして，代金を払おうとしたところ，被告Ｃが無言で商
品を出してきた。原告は被告Ｃが怖かったので，原告は被告Ｃの代金を支払ってし
まった。その時の金額は１００円は超えていなかった。
　後日，前記駄菓子屋「Ｒ」の店の階段に座って，原告は他の友人２人とブタメンと
いう小さいカップラーメンを食べていたところ，被告Ｃが来て原告に「１００円ちょ
うだい」と言った。他の男子も集まってきて，６年生も含めて，１０名以上となっ
た。大勢の男子から囲まれた原告らは怖くなって，原告の友人１人が６年生の男子
に，原告は他のクラスの男子に１００円を渡してしまった。
　その後，原告と友人は校庭に移動したところ，被告Ｂが被告Ａの弟とサッカーを
やっていた。原告の友人の一人が「○○シュートをやって」と言ったところ，被告Ｂ
は，そのシュートをやってみせた。すると，被告Ｂは原告の友人に，「何かちょうだ
い」と言ってきた。原告の友人がガムを被告Ｂにあげてしまった。被告Ｂが原告にも
「何かくれ」と言ったので，原告はやむを得なく１００円を渡した。この日の出来事
がきっかけで，被告Ａ及び被告Ｃらは，学校であろうと放課後であろうと，原告に金
を請求し続けることになった。原告は，被告Ａ及び被告Ｃから，金をせびられるたび
に，断った。すると，被告Ａ及び被告Ｃは，にらみつけるような態度をとったり、
「（原告），ボコる」（注：「ボコる」とは，殴る，という意味）等の暴言を言っ
た。つまり，暴行を加えるという脅かしをしたうえで，原告から金を取ったのであ
る。
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被告Ａ 被告Ｃ 被告Ｂ 学校（被告さいたま市） 被告Ａ 被告Ｃ 被告Ｂ 学校（被告さいたま市）
原告の主張年月日 被告らの反論

H15.9 日常的な暴言。たとえば，
５年の夏休みに，キリンの
絵を描くか，作文を書くと
いう課題が出された。原告
は，姉と旅行に行った時
に，那須サファリパークに
行きキリンの写真を撮っ
て，キリンの絵を描いた。
２学期になって，原告がキ
リンの絵を提出したとこ
ろ，被告Ａが「お前がこん
な上手い絵を描けるはずが
ないから，お母さんに手
伝ってもらったんだろう」
と大声で言った。

日常的な暴言 日常的な暴言 左の欄の話を聞いても担任
は注意をしなかった。この
ように担任は，被告Ｂらに
ついては，野放し状態であ
り，特に注意をしなかっ
た。

否認する。
　５年の夏休みに「キリ
ン」の絵に限定した課題を
出されていない。被告Ａは
原告がキリンの絵を描いた
かどうか知らず，したがっ
て上記請求原因記載内容を
大声で言ったことはない。
　なお，通常，請求原因
（イ）のような出来事があ
れば，Ｇ先生が注意しない
わけがない。

否認若しくは不知。
　５年の夏休みにキリンの
絵を描くか，作文を書くか
という課題は出されていな
い。

否認若しくは不知。 不知ないし争う。

H15.9以降 ２学期に入ってから，被告
Ｃが，通りすがるたびに原
告を叩くようになった。例
えば，廊下の通りすがりに
被告Ｃは原告の頭を後ろか
ら叩く。原告が座っている
時に，被告Ｃが通りかかっ
て，体ごと手で押したりも
した。その頻度は，ほぼ毎
日，頻繁に行われた。

否認する。

H15.9 左の行為について担任は，
何の注意もしなかった。

9月頃，朝のクラスの朝礼の
時間に，カセットデッキで
音楽係が今月の歌を流す際
に，被告Ａが，その曲に合
わせて，原告を叩いたこ
と，その時のたたき方が激
しくて，原告は痛みに泣き
出たことは否認し，その余
の事実は不知。
　なお，朝礼時に音楽に合
わせてクラスメートのみん
なが身体を動かす際に，被
告Ａの伸ばした手が原告に
当たったことはあるが，激
しく叩いたことはない。な
お，朝礼時には，Ｇ先生が
教室の前にいるので，請求
原因に記載されているよう
な出来事があれば，何も注
意しないということはあり
得ない。そんなことをする
はずがない。歌の時に泣き
出したことはない。

否認する。
　なお，被告Ｃと原告は席
が隣であったが，朝のクラ
スの朝礼時に音楽に合わせ
て身体を動かすことがあっ
たが，その際，冗談で原告
の身体を突っついたことは
ある。しかし，原告を激し
く叩いたことはない。した
がって原告が泣き出したと
いうこともない。なお，請
求原因に記載されているよ
うな出来事があれば，Ｇ先
生が何も注意しないという
ことはあり得ない。

不知ないし争う。９月頃，朝のクラスの朝礼の時間に，カセットデッキで
音楽係が今月の歌を流す際に，被告Ａ及び被告Ｃが，そ
の曲に合わせて，原告を叩いた。その時のたたき方が激
しくて，原告は痛みに泣き出した。
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被告Ａ 被告Ｃ 被告Ｂ 学校（被告さいたま市） 被告Ａ 被告Ｃ 被告Ｂ 学校（被告さいたま市）
原告の主張年月日 被告らの反論

H15.9～ 被告Ｃは，１学期に引続
き，毎日にように原告の机
の上のものや机の中のもの
を勝手に持ち出した。ま
た，筆箱の中身を勝手に出
したりした。

否認する。

H15.9～ ９月頃，原告は，男子トイ
レに原告のランドセルと体
育着を被告Ｃに入れられた
事件が発生した。原告が男
子トイレからランドセルと
体育着を取り出そうとした
ところ，男子トイレの戸を
塞がれた。原告が，男子ト
イレを出て，ランドセルを
背負い，体育着を持ってい
る状態で階段を下りていっ
たところ，被告Ｃが階段で
原告のランドセルを揺すっ
て押したことから，原告は
階段から転落してしまい右
足首を捻挫した。なお，こ
の出来事は，放課後の下校
時に起きたので，原告は早
退や保健室で治療をうける
などの事実はない。

原告の母親は，担任に電話
で話をしたところ，担任は
注意をするということで
あった。

否認する。
　確かにランドセルの事件
はあったが，被告Ｃがやっ
たことではない。また，被
告Ｃが男子トイレの戸を塞
いだこともない。その後，
Ｇ先生から被告Ｃが注意さ
れたこともない。

不知ないし争う。
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被告Ａ 被告Ｃ 被告Ｂ 学校（被告さいたま市） 被告Ａ 被告Ｃ 被告Ｂ 学校（被告さいたま市）
原告の主張年月日 被告らの反論

学校で話し合いの場を持っ
たこと，学校側は教頭及び
Ｇ教諭が出席したこと，原
告の母親と姉が出席したこ
と，原告の話を聞く必要が
あるということで終了した
こと，その後，被告Ａ及び
被告Ｃとそれぞれの母親が
残り，校長室で今まで母親
が聞いた原告の話の内容を
告げたが，原告がいないの
で，後日再度原告を入れて
話し合いをすることにした
ことは認め，その余の事実
は否認若しくは不知。
　第１回目の話し合いで
は，原告の母親から，被告
Ａのやったとされる１つ，
１つの行為を確認された
が，被告Ａは原告からあげ
ると言われてもらったもの
であると答えた。

学校で話し合いの場を持っ
たこと，学校側は教頭及び
Ｇ教諭が出席したこと，原
告の母親と姉が出席したこ
と，原告の話を聞く必要が
あるということで終了した
こと，その後，被告Ａ及び
被告Ｃとそれぞれの母親が
残り，校長室で今まで母親
が聞いた原告の話の内容を
告げたが，原告がいないの
で，後日再度原告を入れて
話し合いをすることにした
ことは認め，その余の事実
は否認若しくは不知。
　１回目の話し合いは５年
生の２学期に入ってからで
あったと記憶しているが，
男子生徒は，Ｃ，Ａ，Ｂの
他，Ｐ君，Ｑ君の５人，女
子生徒は，原告の他に，Ｍ
さん，Ｋさんの３人と各生
徒の母親，教頭，担任のＧ
先生，原告の姉が出席し
た。その場で，被告Ｃは原
告からお菓子を買っても
らったと話している。

学校で話し合いの場を持っ
たこと，学校側は教頭及び
Ｇ教諭が出席したこと，原
告の母親と姉が出席したこ
と，原告の話を聞く必要が
あるということで終了した
ことは認め，その余の事実
は否認若しくは不知。
　学校での話し合いは１０
月１１日に実施され，前述
の校庭におけるサッカー
（シュート）の話になり，
被告Ｂはシュートをして欲
しいとせがまれたことを話
したところ，当日の話し合
いに出席していた友人が
「シュートをして欲しいと
頼んで，ガムをあげた。」
と経過を話した。後日，被
告Ｂは，直接，原告に１０
０円返した。

１０月１７日にＧが原告か
ら２０００円以上お金をあ
げてしまい，さらにお金を
あげなければならず困って
いると相談を受ける。同月
１９日，子供，保護者，教
師を交えた話し合いがあっ
た。

その後，被告Ｃと母親は原
告から指名されて，学校に
残ることになったが，その
場では，話し合いというよ
りも，被告Ｃが原告にした
とされる行為を一方的に言
われる形となった。なお，
被告Ｃの母親の記憶による
と，この日，原告側に１４
０円渡している。

原告は，平成１５年１０月
半ば頃，突然，母親に対し
て初めて被告Ａ及び被告Ｃ
からいじめを受けているこ
とを告白した。さらに，原
告は，被告Ａ及び被告Ｃら
からの金員の請求に対し
て，いよいよ金を作ること
ができなくなったため，母
親に被告Ａ及び被告Ｃらか
ら恐喝行為を受けているこ
とを告白した。原告の母親
は，原告からの告白を受け
て，担任に電話を入れて，
原告が告白した内容を告げ
た。すると，担任は，土曜
日であるにもかかわらず，
さいたま市長を除く被告ら
関係者を集めた。全体１０
人程度であった。学校側
は，教頭及びＧ教諭のみが
出席した。その場には，原
告は怖かったので出席でき
なかったため，原告の母親
と原告の姉が代わりに出席
した。当初，被告らは，金
を取ったことについて
「（原告）さんからもらっ
た」と開き直ってしまい，
原告がいないと事実確認が
できないということで散会
となってしまった。ただ
し，金は返してもらうこと
になった。その後，被告Ａ
及び被告Ｃとそれぞれの母
親が残ってもらって，校長
室で今まで母親が聞いたい
じめの内容を告げ，話し合
いをしたがまとまらなかっ
たので，後日再度原告を入
れて話し合いをすることに
した。

H15.10中旬
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時系列表

被告Ａ 被告Ｃ 被告Ｂ 学校（被告さいたま市） 被告Ａ 被告Ｃ 被告Ｂ 学校（被告さいたま市）
原告の主張年月日 被告らの反論

日を改めて，原告と母親
は，被告Ａ及び被告Ｃらと2
度目の話し合いに臨んだこ
と，学校側からは，教頭，
担任及び訴外Ｕ教諭が出席
したこと，放課後４時３０
分頃から（被告Ａの記憶で
は放課後５時頃から）9時ま
で時間がかかったことは認
め，また，この時の話し合
いで，原告から事実が告げ
られたことは認め，その余
の事実については否認若し
くは不知。
　なお，訴状Ｐ７の５行目
からの事実については，被
告Ａの出席していない話し
合いである。

日を改めて，原告と母親
は，被告Ａ及び被告Ｃらと2
度目の話し合いに臨んだこ
と，学校側からは，教頭，
担任及び訴外Ｕ教諭が出席
したこと，放課後４時３０
分頃から9時（被告Ｃの記憶
だと午後１０時頃）まで時
間がかかったことは認め，
また，この時の話し合い
で，原告から事実が告げら
れたことは認め，その余の
事実については否認若しく
は不知。
　なお，訴状Ｐ７の５行目
からの事実については，被
告Ｃの出席していない話し
合いである。話し合いは２
回あったが，２回目の話し
合いは１回目の話し合いの
２～３日後であったと記憶
している。

日を改めての話し合いにつ
いては被告Ｂは出席してい
ないので不知であり，訴状
Ｐ７の５行目からの話し合
いについては，他の生徒た
ち（被告Ｂ以外の生徒も出
席している）と親が呼び出
されたことは認め，その余
の事実については否認す
る。
　被告Ｂが関わる二度目の
話し合いは「今後のために
親同士が気持ちよく付き合
う目的」で１０月２５日に
行われたが，一方的な話し
合いとなり，ある生徒の母
親が「学校の対応がおかし
い」と言ったり，原告が何
千円も学校に持って来ない
ように学校側に指導して欲
しいと求めており，何ら発
言がなかったわけではな
い。

H15.10下旬
以降

否認する。 否認する。 否認する。

日を改めて，原告とともに
母親は，被告Ａ及び被告Ｃ
らと２度目の話し合いに臨
んだ。学校側からは，教
頭，担任及び訴外Ｕ教諭が
出席した。放課後４時３０
分頃から９時まで時間がか
かった。この時の話し合い
では，原告から詳細にいじ
めの事実を告げられたこと
から，被告Ａ及び被告Ｃ
は，否定できなくなり，い
じめの事実を全て認めた。
　原告の母親は，先の土曜
日に呼び出された他の生徒
と親たちに，真相を知って
もらいたくて，彼らとの再
度の話し合いを提案した。
担任は，当初は渋っていた
が，結局は，再度他の生徒
と親たちを呼び出してくれ
た。
　再度の話し合いの日，被
告Ａ及び被告Ｃとの話を原
告の母親が説明をし，話し
合いをしている最中に，被
告Ｂが勝手に帰って行っ
た。被告Ｂの母親は残っ
た。
　教頭が司会を務めてお
り，原告の母親の説明に対
して，集まった生徒と親た
ちに質問を求めたところ，
何も質問がなかった。

H15.10中旬

　上記のような話し合いがなされたにもかかわらず，被告Ｂらのいじめは止まなかっ
た。被告Ｂらの暴言は激しくなり，原告は，ほとんど毎日学校で被告Ｂらに泣かされ
て家に帰り，部屋に閉じこもってはさらに泣いていた。
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時系列表

被告Ａ 被告Ｃ 被告Ｂ 学校（被告さいたま市） 被告Ａ 被告Ｃ 被告Ｂ 学校（被告さいたま市）
原告の主張年月日 被告らの反論

H15.11乃至
１２

被告Ａが，ある男子生徒に
「（原告）がお前の絵の具
入れをあさっていたぞ」と
嘘をついたことにより，当
該生徒が原告を怒り，原告
が絵を描いている最中に原
告の衣服の上下と手に絵の
具をつけたことがあった。

左記事件について，原告の
母親が担任に電話を入れた
ところ，担任から「図工は
教えていない，学校は関係
しないので親同士で話し
合って下さい」と言われ，
被告Ａと当該生徒の電話番
号を聞いた。この件につい
ても被告Ａの母親から詫び
状と３０００円分の商品券
が届けられている。また，
被告Ａも二度とやらない旨
を誓っていた。

当該生徒（Ａとする。）が
原告を怒り，原告が絵を描
いている最中に原告の衣服
の上下と手に絵の具をつけ
たこと，被告Ａの母親が３
０００円の商品券を届けた
ことは認めるが，その余の
事実は否認若しくは不知。
　Ａが原告に対して怒った
経緯は，被告Ａが別の生徒
（Ｂとする。）から原告が
Ａの絵の具をあさっている
と聞き（被告Ａは見ていな
い），そのことを被告Ａが
Ａに伝えたところ，Ａが原
告を筆でついて，スカート
に絵の具がついたというも
のであり，被告Ａの嘘が
きっかけになったわけでは
ない。Ｇ先生が原告のス
カートを洗っていた。その
後，親同士で話し合うこと
になったが，被告Ａの親
は，Ａの親から勇暉が前述
のような話をしなければ，
こんなことにならなかった
と言われ，３０００円の商
品券を届けている。

生徒が絵の具を原告の衣服
につけた事件があったこと
は認めるが，平成１６年３
月である。

H15.10　社
会科見学の
日

学校の社会科見学の日，ク
ロネコヤマトに行き，シー
トを敷いて昼食を摂ってい
たところ，被告Ｃが原告の
靴を取っていってしまった
という事件があった。

　 社会見学の際に，このよう
な事があったことは認める
が，それは学校で原告と被
告らが話し合いをする前で
あった。したがって，時期
が異なる。また，被告Ｃ
は，社会見学の際，原告の
靴だけでなく，他の女子の
靴も取っている。

不知。
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時系列表

被告Ａ 被告Ｃ 被告Ｂ 学校（被告さいたま市） 被告Ａ 被告Ｃ 被告Ｂ 学校（被告さいたま市）
原告の主張年月日 被告らの反論

H15.11頃 訴外Ｇ教諭が担任の原告ら
のクラスでは，給食の時間
になり，班で給食をとるた
めに机を向かい合わせの状
態とした以降は食べ始めの
５分間までは，しゃべって
はいけない，歩いてはいけ
ない，騒いではいけない，
というきまりがあった。班
が給食をとる用意が出来た
時に，日直が監視し，準備
がよい班を指定することに
なっていた。日直の指定を
受けた班は給食を取りに行
くことが出来た。全班に給
食が渡ったら，日直が「い
ただきます」と言い，Ｇ教
諭が「はい」というまで，
生徒達は給食に手を付けて
はいけないことになってい
た。さらに，食べ始めから
５分を経過した時点では，
話をしてもよいことには
なっているが，同じ班の人
以外とは話をしてはいけな
いことになっていた。ま
た，同じ班の人と話をする
際にも，声を落として話さ
なければならなかった。ま
た，食べ始めの５分間を，
担任あるいは日直が延長す
ることもあった。

否認若しくは不知。 否認若しくは不知。 否認若しくは不知。原告は，平成１５年１１月に上記の給食時の決まりができた以降（原告の母親は，こ
の決まりができたのは小学５年生の２学期末であることを，担任Ｇ教諭から聞い
た。），学校の給食時に，ほぼ毎日のように被告Ｂら３人から，いいがかりをつけら
れ，原告が給食のきまりを破るようにしむけられた。そのたび毎に，原告は担任に対
して，なぜ自分が給食のきまりを破ったのかの説明をしなければならなくなった。被
告Ｂら３人は，発覚した時は，担任の前で謝るものの，次の日も同じいじめを繰り返
していたのである。被告Ｂら３人が日直の担当の時は，日直が給食の決まりを破った
か否かの監視役であったことから，被告Ｂらは，日直である立場を利用して原告に対
する嫌がらせはエスカレートした。また，被告Ｂらが日直の担当でない日であっても
原告に対する嫌がらせは続いていた。

8



時系列表

被告Ａ 被告Ｃ 被告Ｂ 学校（被告さいたま市） 被告Ａ 被告Ｃ 被告Ｂ 学校（被告さいたま市）
原告の主張年月日 被告らの反論

原告のクラスでは，平成１
５年１１月，給食の決まり
を守らない生徒に対して
は，日直が監視をして，そ
の生徒を廊下で食べるよう
に指示するという決まりが
できた。その決まりができ
てから，その決まりに違反
したということで，何人も
の生徒が廊下で食べること
になった。廊下で食べるこ
とになった女子生徒の中に
は，廊下で泣き出す者もい
た。廊下で給食を食べるこ
とは，当然，他のクラスの
生徒や教員の目にするとこ
ろとなる。したがって，こ
の制裁は一種の「みせし
め」のようなものであっ
た。この決まりについて
は，他のクラスの教員も
知っていたが，この決まり
を止めさせるような，何ら
の働きかけもしていない。

その後，給食の時間が終わ
り，クラスで「ごちそうさ
ま」の礼をした後に，廊下
にいる原告の所に担任が来
て「何が嫌だったの？」と
聞いた。原告は，被告Ａが
自分がしゃべったことを，
被告Ｃに見逃すように言っ
た話を再度担任に話したと
ころ，担任はそのことには
答えず「牛乳だけでも飲み
なさい」と言った。担任
は，原告が不当にも給食の
決まりを破ったと言いがか
りをつけられたことを認知
しながら放置したのであ
る。　                 お
かず係の女子生徒３人が原
告の所に来て「後でお腹が
すいちゃうよ。少しでも食
べたら？」と言ってくれた
が，原告は，食べられな
かった。そこで，女子のお
かず係が給食室にさげる
時，原告の食べれなかった
おかずの中身をあけて一緒
に持って行ってくれた。

H16.5 給食時に原告が廊下で給食
を食べることになり，廊下
で泣いていたことは認め
る。

原告が欠席をしたことから，平成１６年５月給食の準備時間中，友人の女子生徒（以
下，Ｋとする）から「休んでいた分の勉強を教えてあげるね。」と言われたので，返
事をした。原告もＫも席に座っていた。
　被告Ｂら三人は，原告とＫが給食の決まりを破ったとして，Ｋと原告の机を教室か
ら出そうとした。
　しかし，原告とＫは，彼らから机を運ばれることが嫌だったので，自分達で机を運
んだ。この時，被告Ａもしゃべったにもかかわらず，被告Ａは，自分がＫの机を廊下
に出す替わりに見逃してくれるように被告Ｃに頼んでいた。
　これに対し，被告Ａがしゃべったことを，Ｋが担任に言いに行ったところ，担任か
ら被告Ａに対して「そうなの？」と事実を有無を問われたのに対し，被告Ａは「そん
なこと言っていない」と担任に嘘をついた。
　その後，被告Ｃが原告の机だけを引きずって図書室の奥の方まで持って行った。原
告は，「やめて！」と言ったが，被告Ｃは「お前は，Ｋと廊下でしゃべるから」と
言って原告の制止を無視した。
　原告は，このとき初めて廊下へ出されたが，同じ時に廊下へ出された男の子同士
は，廊下でよくしゃべっていたということである。つまり，被告Ｂらは，原告だけが
狙い打ちをされるように制裁を加えたのである。
　原告は，机を図書室へ持って行かれたことから，泣いてしまった。そのため，Ｋ
が，担任に原告の机が被告Ｃによって図書室に運ばれたことを話したところ，担任は
ようやく図書室に行き，被告Ｃに原告の机を元に戻すように命じた。
　原告が，廊下で泣いていたところ，その姿を被告Ｂが他のクラスメートに見せよう
と窓をわざと開けた。
　他のクラスの女子生徒がその様子を見て，「どうしたのか」とＫに聞いていた。ま
た，被告Ｂも他のクラスの男子生徒と話をしていた。しかし，被告Ｂに対しては，き
まりを破った事による何らの制裁も与えられなかった。
　そのため，原告は，自分だけが「給食の決まり」をやぶったとして制裁を受けさせ
られていることに強い憤りを感じた。

否認若しくは不知。
  なお，被告Ａは日直では
なく，当時の状況は，原告
とＫが２人だと話をするこ
とから廊下の水槽を挟んで
２人の机を離して置いたに
過ぎず，原告の机を図書室
にまで運んだことはなかっ
た。

否認若しくは不知。
　被告Ｃは，まず，原告と
友人が話をしているのを聞
き，その後，廊下でも原告
が他のクラスの生徒と話を
していたことから，２回
しゃべったことを理由に廊
下で食べるように言った。
原告と友人は廊下に出たも
のの廊下でも喋っていたこ
とから，２人の席を離し，
原告の机を被告Ｃのクラス
の隣にある図書室の前に移
動した。原告が泣いている
のは見た。

否認若しくは不知。
　なお，被告Ｂが窓を開け
たことは認めるが，Ｇ先生
に「B君開けなさい。」と言
われたので開けたもので
あった。
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時系列表

被告Ａ 被告Ｃ 被告Ｂ 学校（被告さいたま市） 被告Ａ 被告Ｃ 被告Ｂ 学校（被告さいたま市）
原告の主張年月日 被告らの反論

　すると，担任がクラスに
対して話しがあるというこ
とで，原告は教室に机を運
んだ。教室の中では，原告
の机だけに給食のお盆が
乗っていた。お盆の中には
おかず入れや，牛乳などが
入っていた。　    他の生
徒は食べ終わり，これから
昼休みだというのに，原告
だけがただ一人給食が終
わっていない状態となっ
た。それを知っているにも
かかわらず，担任は全く知
らぬ顔であった。　原告
は，恥ずかしさとくやしさ
で気持ちがいっぱいとな
り，一人で昼休みであるに
もかかわらず片付けに行か
なければならなかった。

H16.5 否認若しくは不知。 否認若しくは不知。 否認若しくは不知。

H16.4～5 被告Ｂは，原告が給食を食
べている最中に，原告が属
している４人（ちなみに，
被告Ｂもこの班の中にい
る）の班の中で一番食べる
ことが遅い人が全員の片づ
けをしろと言ってきたこと
があった。そして，原告が
まだ食べているおかず入れ
の上に，他の３人のお皿を
乗せるような仕草を何度も
したり，原告に対して「早
く食べろ」と何度も急かし
たことがあった。被告が早
く食べることも，他の３人
の分の片づけをすることも
拒否したところ，「そんな
のお前ずるいじゃん！！」
と逆に怒ってきたことが
あった。このように被告Ｂ
は，全く根拠のないいいが
かりで被告に対する嫌がら
せを日常的にしてきた。

否認する。 不知。

前項同日，マスクが見あたらないので，担任と日直の許可を得て廊下にある給食袋を
見に行ったことがあった。すると廊下で偶然にも他のクラスの女子生徒から，その日
に一緒に帰ることができるかを尋ねられたので，原告がその返事をして教室に戻った
ことがあった。ところが，教室に戻ったところ，被告Ｃがその日の日直であったため
に，被告Ａと被告Ｂが原告に対して，これで２回注意されたとして「廊下に出て食べ
ろ」と言った。担任から「廊下でしゃべったの？」と聞かれたので，原告は「はい」
と返事をした。ちなみに，原告に話しかけたこの女子生徒は，原告のクラスの給食の
きまりを知らなかった。
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時系列表

被告Ａ 被告Ｃ 被告Ｂ 学校（被告さいたま市） 被告Ａ 被告Ｃ 被告Ｂ 学校（被告さいたま市）
原告の主張年月日 被告らの反論

H16.5.17 平成１６年５月１７日，原
告が学校に行かないと大泣
きをしたことから，母親が
電話で担任に連絡したとこ
ろ，担任は事実関係を確認
することを約束した。その
後，被告Ｂらはいじめを担
任に認めたとのことでし
た。同時に，被告Ｂらは，
「言えるものなら言ってみ
ろ」という発言もしたとの
ことだった。

否認若しくは不知。 否認若しくは不知。 否認若しくは不知。 原告の母親から担任の自宅
へ電話があり，いじめの事
実を調べて欲しいと求めら
れたので，担任が事実関係
を調査する旨約したことを
認め，その余は不知。

H16.5 平成１６年５月，校長は，
「ただのじゃれあいなの
で，親への連絡はしませ
ん。」と発言をし，学校で
の話し合い，被告Ｂらへの
直接の訪問，電話も学校側
によって禁止された。その
後，何らの進展もなかっ
た。原告は，ショックのあ
まり，食欲が減退し，自殺
をほのめかすようになっ
た。そのため平成１６年５
月からずっと，原告の母親
は心配をし仕事を休んで，
原告に付き添わなければな
らなくなった。また，母親
が外出する際には，原告の
姉に依頼をして原告に付き
添ってもらうようにしてい
た。

不知。 不知。 不知。 平成１６年５月，校長が原
告の母親へ電話し，いじめ
の事実が確認できず，その
保護者との協議はさらに調
査した上で検討する旨伝え
た。これに合致する限度で
認め，その余は不知ないし
争う。

H16.5～6 平成１６年５月から６月に
かけて，担任と原告の友人
が「（原告が）学校に来れ
るかどうか」と言って原告
を訪問したことがあった。
しかし，その際にも，原告
は号泣して彼女に会うこと
ができなかった。　原告の
精神状態は不安定な状態が
継続していたが，友人から
電話をもらうようになって
から，少しずつしゃべるこ
とができるようになった。
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時系列表

被告Ａ 被告Ｃ 被告Ｂ 学校（被告さいたま市） 被告Ａ 被告Ｃ 被告Ｂ 学校（被告さいたま市）
原告の主張年月日 被告らの反論

その後，土日に，訪ねてく
れる友人もおり，また，毎
朝，ランドセルを背負った
ままで原告宅へ集団登校で
登校せず直接訪問し登校す
るように担任がクラスの女
子２名に命じ，その為の遅
刻はよいとしていた。しか
し，原告は外出等ができな
い状態の日が続いていて，
直接会う事ができない為，
母親がいつも謝り行けない
事を告げるしかなかった。
もう来てもらっても登校で
きないから先生に断ってと
その２名に言うが，それで
も頼まれて毎朝来てくれる
のを断る事が母親の苦痛に
なった。

H16.9 ６年２学期頃から原告が学
校を休むたび，原告は，被
告Ａから「ズル休み」と言
われた。

否認する。 不知。

H16.9 否認する。 否認する。 否認する。 争う。

H17.5 平成１７年５月頃，被告Ｂ
が同中学校の廊下において
原告とすれ違いざまに，何
の理由もなく原告の胸部を
思い切り肘で殴ったことが
あった。
　そのため，原告は小学校
時代のいじめを思い起こ
し，非常な精神的なショッ
クを受けた。その後，原告
は，何とか通学をしていた
が，学期末試験後に精神の
緊張の糸が切れてしまい，
再び不登校になってしまっ
た。

否認若しくは不知。前述の
ように，被告Ｂは，１回目
の話し合いの後は，原告に
関わらないようにしていた
ので，このような事実はな
い。

不知。

その後，原告は，被告Ｂら３人から，「デブ，体面積とり過ぎ，（原告）の体重は○
㎏，二度とズボンはいてくんな」と，原告の体の特徴を執拗に言われ続けたことであ
る。そのことにより，原告は非常なショックを覚え，精神的なストレスは甚だしかっ
た。
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